
ホームページ運営委員の選出及び役割等に関する規則 

 

（目的） 

 第１条  この規則は。会則第１１条にもとづきホームページ運営委員の選出及び役割

等について定める。 

（選出方法） 

 第２条  委員の選出は次による。  

 （１）  本部会の承認を得て西柴団地自治会より選出する委員    ８名以内 

 （２）  関連団体より選出する委員       ３名 

      西柴団地福祉サービス、西柴団地福寿会、生涯学習西柴より各１名 

 （３）  委員長、副委員長、書記は互選により決める。 

（役割） 

 第３条  委員の役割は次による。 

 （１）  西柴団地自治会（以下自治会）及び関連団体を網羅したホームページ 

      （以下ＨＰ）の内容を企画立案する。 

 （２）  ＨＰの作成・管理・運営を行う。 

 （３）  ＨＰに関連するルールを企画立案し、運用する。 

（運営） 

 第４条  ＨＰに関する運営は次による。 

 （１）  ＨＰに掲載する内容は以下に従う。 

      ①自治会及び関連団体の情報を掲載する 

      ②自治会及び関連団体に役立つ情報を掲載する 

      ③営利目的等委員会が不適切と判断するものは掲載しない。 

      ④個人情報の守秘、知的所有権の保護に努める。 

      ⑤人権を尊重し、公序良俗の維持に努める。 

 （２）  ＨＰに公開された情報に関し、第３者から削除又は訂正の要求があった場合

には、情報提供者と委員会が協議し対応を決定する。 

 （３）  個人情報をＨＰ上に公開する場合には、その個人の同意を得たものを使用す

る。 

（４）  委員はＨＰ作成の過程で知り得た情報を委員以外に漏らしてはならない。 

（５）  ＨＰを閲覧したことにより発生した損害及び第３者に与えた損害については 

     自治会は責任を負わない。     
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